
  

 

仕  様  書 
 

 

１  担 当 課        部課名：こども未来部子育て支援課 

                        担当者：奥川・鈴木  

                        ＴＥＬ：054-626-1137   ＦＡＸ：054-626-2187 

 

２  品名・規格等 

No 品  名 メーカー 寸法・内容等 設置箇所 数量 

１ 
事務用 

椅子 
不問 

寸  法：660×560×855～1005程度 

仕  様：樹脂脚、座面・背面 布（緑色系）、 

ゴム車輪キャスター 

参 考 品 

メーカー：コクヨ  

製 品 名：オフィスチェアー エルア 

品  番：C02-F101CG-E1Q4Q41 

事務室 ６ 

２ 

４人掛け

フリーア

ドレスデ

スク 

不問 

寸  法：2400×1200×720程度 

仕  様：テーブル、両面タイプ、固定式（電源 

コンセント４口タイプ）、メラミン化 

粧板（ナチュラルオーク色）本体（白 

色） 

参 考 品 

メーカー：コクヨ  

製 品 名：ワークヴィスタ＋ 

品  番：DWV-PD2412-SAWMT12 

事務室 １ 

３ 

キャスタ

ー付きワ

ゴン３段 

不問 

寸  法：395×602×600程度 

仕  様：スチール製、キャスター付き、シリン 

ダー錠、白色 

参 考 品 

メーカー：コクヨ  

製 品 名：GTAワゴン 

品  番：DGT-FV3Y46-SAW1 

事務室 ４ 

４ 

パンフレ

ットスタ

ンド 

不問 

寸  法：758×350×1525程度 

仕  様：薄型３列 10段、フレーム（黒色）、ペ 

ーパーフック付き 

参 考 品 

メーカー：コクヨ  

製 品 名：パンフレットスタンド 薄型３列 10段 

品  番：ZR-PS303-BK 

子育て支援室 １ 

５ 

ト レ ー ユ

ニット 

Ａ ４ 引 出

し キ ャ ビ

ネット 

不問 

寸  法：590×400×880程度 

仕  様：スチール製、Ａ４縦型、２列深型９段、

白色 

参 考 品 

メーカー：コクヨ  

製 品 名：トレーユニット ２列深型９段（Ａ４） 

品  番：S-A322F1N 

事務室 １ 



  

No 品  名 メーカー 寸法・内容等 設置箇所 数量 

６ 

多 目 的 ユ

ニ ッ ト １

段 

不問 

寸  法：900×450×1110程度（ベース含む） 

仕  様：スチール製、３段引き出し、白色 

参 考 品 

メーカー：コクヨ  

製 品 名：エディア（スタンダードタイプ）ラテ 

ラル３段 

品  番：本体：BWU-L3A59SAWNN 

     ベース：BWUB-S9SAW 

     固定金具：PE-L3 

事務室 １ 

７ 
入 口 案 内

板 
不問 

寸  法：515×390×1400程度 

仕  様：キャスター付き、両面ホワイトボード、 

白色 

参 考 品 

メーカー：プラス  

製 品 名：案内板 ＰＷＧタイプ 

品  番：PWG-0514DSK 

子育て支援室 １ 

８ 
ホ ワ イ ト

ボード 
不問 

寸  法：435×875程度 

仕  様：片面ホワイトボード、マグネット接着 

対応可 

参 考 品 

メーカー：ジョインテックス 

製 品 名：マグネットホワイトボード 

月予定表（大） 

品  番：N-08MM 

事務室 １ 

３  納入物品の仕様確認     ・納入を予定する物品については、別紙「仕様確認書」により確認を得る
こと。（確認先：子育て支援課 奥川・鈴木） 

                 但し、参考品を見積る場合には確認は不要です。 

           ・仕様確認書の記載にあたっては留意事項を参照のこと。 
                         

４  納 品 期 日        令和８年６月 12日（金） 

 

５  納 品 場 所        住  所：焼津市小土 961-1 

                        名  称：豊田地域交流センター（新） 

                        

６ 契約金額の支払い    令和８年度に契約金額を支払います。 

             

７  特 記 事 項     

（１）現在、豊田地域交流センターは移設に向けて建設工事中であるため（令和８年３月引渡予定）、

納品日は協議の上で決定すること。 

（２）製品の運送・搬入・組立・取り付けや梱包材の処分引取り等に係る費用を含むこと。 

 （附帯部品及び作業等に係る費用を含むこと）。 

（３）製品を指定した場所に配置（引渡し）するまでの間に損傷を与えた場合は、納入業者の負担

により交換または修理を行うこと。 

（４）製品の搬入の際に施設及び備品等に損傷を与えた場合は、納入業者の負担により交換または

修理を行うこと。 

（５）製品の納品後、定められた契約不適合責任期間内に本体及び材料の不良、施工の不備に起因

する故障や破損が生じた場合は、速やかに無償で修理・交換を行うこと。 

（６）故障時等のアフターサービスが対応可能であること。 



  

（７）その他、質疑等がある場合は確認をすること。 

 

 

 


